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公益財団法人岐阜県産業経済振興センター岐阜県ヘルスケア産業 

ステップアップ支援事業 国内展示商談会出展支援助成金交付要綱 

 

（総則） 

第１条 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター（以下「センター」という。）

は、新型コロナウィルス感染症による医療や福祉現場の様々な課題、国民の新たな

日常への対応など新たなニーズに対して、健康・医療・福祉関連産業分野への新規

参入及び事業拡大を促すことを目的として、県内中小企業者等が自社の製品又は技

術の販路拡大等のために同分野を対象とした国内展示商談会、見本市、学会等（以

下「展示会等」という。）に出展する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付す

ることとし、その交付に当たっては、公益財団法人岐阜県産業経済振興センター助

成金等交付規程（以下「規程」という）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

 

（助成事業者） 

第２条 助成金の交付の対象となる者（以下「助成事業者」という。）は、次の各号

に掲げるいずれかのものとする。ただし、「岐阜県ヘルスケア産業推進ネットワー

ク」に登録している者に限る。 

 ⑴ 中小企業者 中小企業基本法第２条第１項各号に該当する会社及び個人事業主   

のうち、県内に本社又は事業所を有し、健康・医療・福祉機器(用

具）等の販路開拓に積極的に取り組む者 

⑵ 前号以外の企業において、ヘルスケア産業分野で県内中小企業等を牽引する役

割を担う県内に本社又は事業所を有する者 

⑶ その他、センター理事長（以下「理事長」という。）が適当と認める者 

 

（欠格事由） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成事業者となることができな

い。 

⑴ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。次号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。） 

⑵ 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

⑶ 暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者 

⑷ 役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業

務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）

を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。）が暴力団員であ

るなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している法人又は個人 
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⑸ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している

法人又は個人  

⑹ 役員等が、その属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員で

なくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用している法人

又は個人 

⑺ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す

るなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人

又は個人 

⑻ 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有している法人又は個人 

⑼ 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者

であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を

締結し、これを利用している法人又は個人 

⑽  国税又は地方税を滞納（課税庁が認めた納入計画を立てているものを除く。）

している法人又は個人 

 

（助成対象事業等） 

第４条 助成対象事業、助成率及び助成限度額は、別表第１のとおりとする。 

２ 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、別表第２

のとおりとする。 

３ 助成対象経費は、原則、助成対象事業の実施期間内に発生し、支出した経費とす

る。 

 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金交付申請書の様式は、別記第１号様式のとおりとする。 

２ 助成金交付申請書には、別記第１号様式において定める書類を添付しなければな

らない。 

３ 助成金交付申請書の提出期限は、理事長が別に定める。 

 

（助成対象期間） 

第６条 助成対象期間は、交付決定日から助成対象事業の完了（助成対象事業の廃止

の承認を受けた場合を含む。）の日又は当該年度の１月３１日のいずれか早い日ま

でとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急性や必要性などやむを得ない事由により、助成金

の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、事前着手届（別記第２号様

式）を理事長に提出し、承認を得たときは、この限りでない。 
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（審査会の設置） 

第７条 理事長は、本事業の実施にあたり、医療・福祉・ヘルスケア関連産業分野に

係る技術・市場等の動向に知見を有する者等で構成する審査会を設置する。 

２ 審査会に関する事項については別に定める。 

 

（助成金の交付決定） 

第８条 理事長は、第５条の規定により助成金の申請書の提出があったときは、その

内容を審査し、又は前条第２項の規定による審査委員会の審査の結果を参考にし、

助成金の交付の決定をするものとする。 

２ 理事長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があるときは、助

成金の交付の申請に係る事項に修正を加えて助成金の交付の決定をすることができ

る。 

３ 助成額として算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。 

 

（助成金の交付の条件） 

第９条 理事長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を

達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付けるものとする。 

 ⑴ 助成対象事業の内容又は助成対象事業に要する経費の配分を変更する場合は、

理事長の承認を受けること。ただし、次の各号に掲げる変更については、この限

りでない。 

ア 助成対象経費の２０％以内の減少となる内容の変更をするとき。 

イ 助成対象経費の各経費区分の相互間において、いずれか低い額の２０％以内

で経費の配分を変更するとき。 

ウ 助成対象事業の遂行に支障を来たすことなく、かつ事業能率の低下をもたら

さない事業計画の細部を変更するとき。 

⑵ 助成対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、理事長の承認を受ける

べきこと。 

⑶ 助成対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難にな

った場合においては、速やかに理事長に報告してその指示を受けるべきこと。 

⑷ この助成金の交付を受けた経費に対し、重複してセンター及び他の公的機関の

補助金・助成金等の交付を受けないこと。 

２ 前項第１号及び第２号の規定により理事長の承認を受けようとする場合の申請書

の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとす

る。  

⑴ 前項第１号の承認 事業内容変更承認申請書（別記第３号様式） 

⑵ 前項第２号の承認 事業中止（廃止）承認申請書（別記第４号様式） 
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(決定の通知) 

第１０条 理事長は、助成金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容

及びこれに条件を付けた場合には、その条件を助成金等の交付の申請をした者に通

知するものとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第１１条 助成金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受理した場合に

おいて、当該通知に係る助成金等の交付の決定の内容又はこれに付けられた条件に

不服があるときは、通知を受けた日から１０日以内に、申請の取り下げをすること

ができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の

決定は、なかったものとみなす。 

 

（遂行状況報告） 

第１２条 助成事業者は、理事長から求めがあったときは、その指定する期日までに

遂行状況報告書（別記第５号様式）を提出しなければならない。 

 

(助成対象事業の遂行等の命令) 

第１３条 理事長は、助成事業者が提出する報告等により、その者の助成対象事業が

助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認める

ときは、その者に対し、これに従って当該助成対象事業を遂行すべきことを命ずる

ことができる。 

２ 理事長は、助成事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該助成

対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。 

３ 理事長は、前項の規定により助成対象事業の遂行の一時停止を命ずる場合におい

ては、助成事業者が当該助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合させ

るための措置を、理事長の指定する日までに執らないときは、第１６条の規定によ

り当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

（実績報告書） 

第１４条 実績報告書の様式は、別記第６号様式のとおりとする。 

２ 実績報告書には、別記第６号様式において定める書類を添付しなければならな

い。 

３ 実績報告書の提出期限は、助成対象事業の完了の日（助成対象事業の廃止の承認

を受けた場合は、当該承認を受けた日。以下この項及び第２３条において同じ。）

から起算して１５日を経過する日又は助成対象事業の完了の日の属する年度の１月

３１日のいずれか早い日とする。 
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 （助成金の額の確定等） 

第１５条 理事長は、助成対象事業の完了又は廃止に係る助成対象事業の成果の報告

を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等

により、その報告に係る助成対象事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれ

に付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、

交付すべき助成金の額を確定し、当該助成事業者に通知するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第１６条 この助成金は、前条の規定による助成金の額の確定後において助成金を交

付する。 

２ 助成事業者は、別に理事長が指定するところにより、別記第７号様式による助成

金交付請求書を提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第１７条 理事長は、助成事業者等が助成金を他の用途に使用し、その他助成対象事

業に関して助成金の交付の決定の内容又はこれにつけた条件その他法令等又はこれ

に基づく理事長の処分に違反したときは、助成金等の交付の決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

２ 前項の規定は、助成対象事業について交付すべき助成金の額の確定があった後に

おいても適用があるものとする。 

３ 第１０条の規定は、第１項の規定による取消しをした場合について準用する。 

 

（助成金の返還） 

第１８条 理事長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、 助成対象事

業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定

めて、その返還を命ずるものとする。 

 

（暴力団の排除） 

第１９条 第５条の申請があった場合において、当該申請をした者が第３条の規定に

該当するときは、理事長は、その者に対して、助成金を交付しないものとする。 

２ 理事長は、 第８条の規定による交付の決定をした後において、当該交付の決定

を受けた者が第３条の規定に該当することが明らかになったときは、第１７条第１

項の規定により助成金の交付の決定を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に助成金が交付されているときは、理事長は、前条の規

定により助成事業者に対し、助成金の返還を命ずるものとする。 

 

（実施結果の状況報告等） 

第２０条 助成事業者は、助成事業の完了日の属する年度の翌年度の１年間につい
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て、当該助成事業による新分野展開に係る状況等について、翌々年度の４月２０日

までに、状況等報告書（別記第８号様式）により理事長に報告しなければならな

い。 

 

（成果の発表等） 

第２１条 理事長は、助成対象事業で実施した事業の成果について必要があると認め

るときは、 助成事業者に発表させることができる。 

２ 理事長は、助成対象事業の内容について、助成事業者名、助成金額、成果等をセ

ンターのホームページ等で公表することができる。 

 

（検査等） 

第２２条 理事長は、助成事業者に対し助成対象事業に関して必要な指示をし、報告

を求め又は当該担当職員に事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ

ることができる。 

 

（書類、帳簿等の整備及び保存） 

第２３条 助成事業者は、助成対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿

等を整備し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、助成対象事業の完了の日の属する年度の翌年度以降

５年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、理

事長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年度分の予算に係る助成金から適用する。 
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別表第１（第４条関係） 助成対象事業、助成率及び助成限度額 

区 分 内   容 

助成対象事業 １ 展示会等（オンライン上で開催されるものを含む。ただ

し、開催期間が１か月以内のものに限る。） 

  次の各号のすべてに該当する展示会等であること。 

(1) 国内で開催される健康・医療・福祉関連産業の展示会等で

あること。 

 (2) 自社の製品・技術・商品・サービス（以下「自社製品

等」という。）の販路拡大等のための展示内容であること。 

 (3) 市場性が高く、事業効果が大きいと認められる展示内容で

あること。 

 (4) 助成対象年度内に開催され、交付決定日から翌年１月３１

日までに支払いが完了するものであること。 

 (5) 国、地方公共団体、公的支援機関等の公的機関が主催する

展示会等でないこと。 

 (6) 他の団体等から当該助成事業に係る経費について補助金等

を受けていないこと。 

２ 展示品 

次の各号のいずれかに該当する展示品であること。 

 (1) 医療機関や福祉施設等の現場で使用することを前提とした

自社製品等 

 (2) 人の健康増進・維持・回復、疾病予防等に寄与することを

前提とした自社製品等 

 (3) 医療食、介護食、特定保健用食品、機能性表示食品等付加

価値の高い健康食品 

 (4) その他、理事長が適当と認めるもの 

助成率 助成対象経費の２/３ 

助成限度額 上限：４００千円 
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別表第２（第４条関係） 助成対象経費 

経 費 区 分 内   容 

①展示会等費 

  出 展 料 

 

  装飾資材費 

   

   

輸 送 費 

 

・展示会等で割り当てられた小間の使用料（オンライン上で

開催される展示会等への出展基本料を含む。）  

・展示会等に係る必要最低限の小間装飾費、小間に設置する

什器・備品のリース代（設営工事費を含む。）、電気代等

の光熱水費 

・出展に際し、展示物の輸送を運送事業者へ委託する場合の

経費 

②販売促進費 

  印 刷 費 

 

 

 

  動画制作費 

 

 

  広告掲載費 

 

・自社の製品又は技術のＰＲに係るチラシ・カタログ等紙媒

体の印刷物制作に要する経費（当該展示会等のために新た

に製作する場合に限る。ノベルティグッズの製作に係る経

費は対象外とする。）   

・展示会等出展当日に自社小間内で流すための自社又は自社

商品を紹介するＰＲ動画（１種類のみ）の制作に要する経

費（オンライン出展を含む。） 

・自社又は自社商品をＰＲするための「出展する展示会等の

ガイドブック」への広告掲載費 

③そ の 他 ・その他助成対象事業遂行に必要な経費で、理事長が認めた

もの 

注１）経費区分は、①、②及び③とすること。   

注２）消費税及び地方消費税は助成対象としないこと。 

注３）展示会等の出展料については、交付決定前に出展の申込及び支払いをし

たものであっても、交付決定後、対象年度内に開催される展示会で、かつ

支払いが当該年度内に行われたものであれば助成対象になる場合があるこ

と。ただし、第６条第２項に定める事前着手届（別記第２号様式）を理事

長に提出し、承認を得ること。 

注４）出展者の事情か助成事業者の事情かを問わず、当該展示会等が開催され

なかった場合あるいは出展しなかった場合に発生するいかなる経費につい

ても助成対象としないこと。 
 

 


